
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 商工会議所とは、「商工会議所法」という法律により組織・運営されている地域総

合経済団体です。 地域の商工業の発展と地域振興を目的に幅広い活動に取り組

み、会員の皆様にさまざまなサービスをご提供しています。 

  

熊谷商工会議所は昭和 15 年設立。埼玉県内の商工会議所では 3 番目に設立さ

れ、地域振興並びに熊谷の商工業発展のため活動しております。 

 

 熊谷商工会議所のご利用（ご入会）を、心よりお待ち申し上げております。 

熊谷商工会議所への加入にあたって 

  

熊谷商工会議所は、市内の商工業者の方々により会員制度で運営されています。 

市内で営業している商工業者であれば、法人・団体・個人事業主を問わず加入が可能です。 

また、商工業者以外の各専門分野の弁護士・税理士等や医療法人・学校法人・社会福祉法人等

もご加入できます。 

 

◆「入会申込書」に必要事項をご記入の上、熊谷商工会議所までご提出下さい。 

◆ご加入の際は、会費をいただいております。 

   熊谷商工会議所の会費は、『年会費』で年に１度お支払をいただいており、初年度については 

加入時に納入をしていただきます。 

   

 

 

 

 

 

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さいますよう宜しくお願い致します。 

熊谷商工会議所 

〒360-00２４  熊谷市問屋町 2―４－１ ソシオスクエア内 

TEL：048-521-4600 / FAX：048-525-7272 

URL：https://www.kumagayacci.or.jp 

注意：年会費の振替日について 

 熊谷商工会議所年会費の口座振替日は、毎年 6月末日となっております。 

 なお、振替日が休日の場合、翌営業日が振替日となりますのでご注意下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 入会のメリット ～ 
 

＼ イイコトいっぱい ／ 

 

１

弁護士、税理士、中小 

企業診断士、社会保険 

労務士などの専門家が、 

的確なアドバイスを行い 

ます。 

２

経営に役立つセミナー・ 

イベントを適宜開催。 

無料または会員優待で 

ご案内しています。 
POINT

当所発行の広報誌に 

PRチラシを会員価格 

で同封します。 

低コストで高い効果が 

期待できます。 ４
共済制度や保険制度で、 

人と会社の万が一に備え 

ることができます。 

POINT

人材育成のため、実施 

する各種講習会・セミ 

ナーに会員企業の方は、 

「無料」または「会員料金」 

で受講できます。 

 

熊谷商工会議所に加入すると、多くのメリットが受けられます。 

以下は、サービス内容の一部です。詳しくはお気軽にお問合せ下さい。 



 

 

 

 

 

ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 営 相 談 

窓口相談 

専門家派遣 

経営革新支援 

マル経融資 

公庫融資 

県制度融資 

資 金 調 達 

創業塾 

事業計画作成 

創業補助金 

創 業 支 援 

人 脈 形 成 

青年部 

女性会 

交流会 

販 路 拡 大 

折込チラシ 

ビジネスモール 

展示会出展支援 

セミナー 

新入社員研修 

日商検定 

人 材 育 成 

さくら共済 

損害保険団体割引 

小規模企業共済 

節  税 

コ ス ト 削 減 

広報誌 

貿易証明 

パソコン教室 

そ の 他 ① 

地域活性化連携ファンド 

空き店舗補助金 

労働保険 

そ の 他 ② 

熊谷商工会議所のサービス 
 

＼＼ どんな時活用できるの？ ／／ 

50 種類以上の幅広い経営支援メニューを準備し様々な事業

所の課題解決を多面的にサポート 

 

各サポート事業で経営力向上を支援 



 

 

 

 

 

＊ 入会の年会費（基準） 1口 2,800円 

■ 法人企業：5口（14,000円）以上 

■ 個人企業：3口（８,４00円）以上 

 

 ※ 熊谷商工会議所の年会費は、入会される企業の資本金・従業員数

を基準に、会費持口基準表（別紙）をもとに会費が定められていま

す。 

※ 年会費期間は４月１日から翌年３月３１日までになります。  

 

＊ 初年度の年会費について 

◆ 初年度については加入時に現金にて納入をしていただきます。 

 

＊ 次年度の年会費について 

◆ 口座振替は指定口座から、毎年６月末（年１回）に振替させてい

ただきます。 

◆ お振込みは毎年６月上旬に、請求書を郵送いたします。熊谷商工

会議所 取引金融機関及び取引口座または当所窓口にてお支払

いをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 支払方法について 

  ◆ 基本は口座振替をお願いしています。 

※ 口座振替がご都合悪い場合は請求書扱いとさせていただい

ております。 

熊谷商工会議所 年会費 
 

【取扱金融機関支店名】 

 

 

・ 第四北越銀行     熊谷支店 

・ みずほ銀行       熊谷支店 

・ 東和銀行        熊谷支店 

・ 熊谷商工信用組合  本店営業部 

・ 八十二長野銀行       熊谷支店 

・ 埼玉りそな銀行  本・支店 

・ 埼玉縣信用金庫  本店営業部 

・ 武蔵野銀行     熊谷支店 

・ 足利銀行      熊谷支店 

・ 三井住友銀行   熊谷支店 

・ 群馬銀行      熊谷支店 


